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６－１議案第３４号概要 

【参考資料】 

議案第３４号  朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

福祉部長寿はつらつ課  

 

１．改正理由  

第９期介護保険事業計画に基づき、令和６年度から令和８年度までの第１号被保

険者の介護保険料について見直しを行うため。 

 

２．改正内容について 

令和６年度から令和８年度までの介護保険料は以下のとおりとする。  

  第１段階         ２８，２００円  

  第２段階         ４７，１００円  

  第３段階         ５１，４００円  

  第４段階         ６６，８００円  

  第５段階         ７８，６００円  

  第６段階         ９０，３００円  

  第７段階         ９４，３００円  

  第８段階        １０２，１００円  

  第９段階        １１０，０００円  

  第１０段階       １１７，９００円  

  第１１段階       １３３，６００円  

  第１２段階       １４９，３００円  

  第１３段階       １６５，０００円  

  第１４段階       １８０，７００円  

  第１５段階       １８８，６００円  

  第１６段階       ２１２，２００円  

  第１７段階       ２３５，８００円  

  第１８段階       ２５９，３００円  

 

ただし、第１段階から第３段階は国の低所得者保険料軽減措置に基づき、以下のと

おりとする。 

  第１段階        １４，９００円  

  第２段階        ３１，４００円  

  第３段階        ５１，０００円  
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３．施行期日  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

担当  

福祉部長寿はつらつ課介護保険係  

電話  ４６３－１７１９     



  

 


